
〇小千谷税務署長賞　　　　　　東小千谷小学校６年　須
す

　田
だ

　咲
さ

　絢
あや

　さん
〇小千谷法人会　会長賞　　　　千田小学校　　６年　星

ほし

　野
の

　里
り

　佳
か

　さん
〇小千谷青年部会長賞　　　　　広神東小学校　６年　山

やま

　田
だ

　詩
し

　歩
ほ

　さん
〇小千谷女性部会長賞(県連へ)　千田小学校　　６年　南

な

　雲
ぐも

　　　桜
さくら

　さん
・優秀賞　　　　　　　　　　　東小千谷小学校６年　髙

たか

　野
の

　希
き

　帆
ほ

　さん
・小千谷地区会長賞　　　　　　東小千谷小学校６年　森

もり

　口
ぐち

　芽
めい

　咲
さ

　さん
・川口地区会長賞　　　　　　　川口小学校　　６年　岡

おか

　村
むら

　美
み

　咲
さき

　さん
・広神地区会長賞　　　　　　　広神東小学校　６年　小

こ

　沼
ぬま

　未
み

　央
お

　さん
・大和地区会長賞　　　　　　　大崎小学校　　６年　小

こ

　泉
いずみ

　夢
ゆ

　麻
ま

　さん
　全応募作品は11月１日から30日までサンプラザ（小千谷市）にて展示する予定です。

　第12回税に関する絵はがきコンクールに７校105点のご応募をいただきあり
がとうございました。９月25日に審査会を行い下記の児童が入賞されました。

■ 入賞者名

第12回 税に関する絵はがきコンクール第12回 税に関する絵はがきコンクール

役　　職 氏　　　 名 法　人　名

部 会 長 阿 部 佐 織 阿 部 幸 製 菓 ㈱

副部会長 樋 口 幸 子 ㈲ 樋 口 鉄 工 所

〃 関　 佳 子 ㈱ カ ネ カ 建 設

〃 高 橋 恵 子 ㈱ 高 橋 電 気

〃 小 田 島 綾 子 魚 沼 冷 蔵 ㈱

理　　事 石 川 三 知 子 石 川 ビ ル

〃 星　 清 子 ㈱ジェミニオート六日町

〃 安 達 ア イ 子 ㈱ は り ま や

〃 高 橋 清 美 ㈱ 白 友 舎

〃 戸 田 章 子 桐 生 工 業 ㈱

〃 樋 口 文 子 ㈱ 樋 口 織 工 藝 社

〃 星 野 裕 子 ㈱ ホ テ ル 坂 戸 城

〃 種 村 佐 智 子 ㈱ 種 村 建 設

〃 髙 野 千 春 塩 沢 米 穀 ㈱

〃 若 井 直 子 ㈲ 若 井 管 工 設 備

監　　事 山 森 瑞 江 ㈲ 安 田 屋

〃 西 巻 洋 子 小千谷タクシー㈱

◯女性部会役員名簿� 任期２年

役　職 氏　　名 法　人　名

部会長 高 橋 重 尚 ㈱ 高 橋 電 気

副部会長
（小千谷ブロック長） 黒 﨑 慎 一 郎 ㈱ し ん 設 備

副部会長
（魚沼ブロック長） 吉 田 洋 士 ㈲ 吉 田 組

副部会長
（南魚沼ブロック長） 桐 生 　 悟 ㈱トピアホーム

副部会長
（小千谷副ブロック長） 風 間 尚 樹 ㈱ 林 屋 紙 器

副部会長
（魚沼副ブロック長） 岡 部 義 彦 岡 部 組 ㈾

副部会長
（南魚沼副ブロック長） 星 野 欽 司 ㈱ホテル坂戸城

理　　事
（小千谷） 高 橋 功 一 ㈱ 白 友 舎

〃 伴 　 雅 史 秀 和 建 設 ㈱

理　　事
（魚　沼） 仲 丸 正 裕 ㈲ 仲 丸 配 管

〃 三 友 玲 央 ㈱ 三 友 組

理　　事
（南魚沼） 小 川 直 人 ㈱パナフレンドオガワ

〃 髙 橋 大 輔 新潟カッター㈱

監　　事
（魚　沼） 風 間 勇 人 玉 川 酒 造 ㈱

監　　事
（南魚沼） 中 俣 俊 則 ㈲ 中 俣 電 装

◯青年部会役員名簿� 任期２年
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青 年 部 会 員 募 集
若手経営者・幹部または次世代経営者の皆様の積極的な参加をお待ちしております。
青年部会員は50歳で定年卒業となります。是非若き歳からの交流を深めていきましょう。

活　動　報　告　　　　　　　　　

○租税教室　感想文  南小学校　長谷川　瀬那 さん

  南小学校　田 中　千 洸 さん

部会長　高　橋　重　尚
　平素より、法人会会員の
皆さまにおかれましては青

年部会活動にご理解をいただき、ありがとうご
ざいます。私は本年度より小千谷法人会青年部
会の部会長を拝命いたしました、小千谷地区の
株式会社高橋電気の高橋重尚と申します。２年
の任期となりますが宜しくお願い致します。
　法人会青年部会の主たる活動として租税教室
が挙げられます。本年度は24校718人の児童の
皆さんに税の大切さの話を聞いていただくこと
ができました。開催にご尽力いただいた青年部
会員の皆さん、大変ありがとうございました。
　私も全校というわけではないですが、小千谷
地区の租税教室で講師を務めさせていただいて
います。そうしますと、思わぬところで声をか
けられたりします。先日、社会福祉センターに
来ていた小学生に「こんばんは。私は〇〇小学
校の６年生です。この前は学校で税金のことを

　先日は、税金についてくわしく教えてくれて
ありがとうございました。おかげで謎だったこ
とや知りたかったことが知れました。とても嬉
しかったです。しかもクイズをちょくちょく出
してくれて楽しく学べました。動画もとても分
かりやすくおもしろかったです。日本は税金が
無かったらやばいってことが良く分かりまし
た。道路を渡るのにいちいちお金がかかった

　先日は、税金について教えていただきありがと
うございます。とても分かりやすかったです。
　ぼくが税金について気づいたことは税金がな
いと生活ができないことです。税金がなくなると
橋が直せないとか教科書も自分たちで買わない

教えていただき、ありがとうございました。」
と声をかけてもらいました。そこには同級生数
名で来ていたようで、その後にも「あっ、租税
教室の先生だ！！」と他の児童に声をかけても
らいました。私たちの活動をしっかりと地元の
児童が受け止めてくれているということに大変
嬉しくなりました。
　今後ともこうした青年部会活動へ皆さまから
ご協力を賜ることをお願いすると共に、また周
囲の青年部会員から
幹部社員やご後継者
様の入会の打診が
あった際には是非と
も快く入会をお約束
していただければと
思います。今後とも
宜しくお願い致しま
す。

り、救急車にお金がかかったりなど、税金が
あったころよりもお金を払うことになります。
なのでちゃんといろんな税金を払ってお年寄り
の人や身の周りの物をみんなの力で直したりし
たいです。なので私はお買い物に行った時に消
費税をちゃんと払って日本を豊かにしていきた
いです。

といけないのでぼくは､税金は必要だと思います｡
　そして、６年後は選挙ができるので良い未来
になるような人を選んで良い世界にしたいです。
　今日は本当に税金について教えていただきあ
りがとうございました。
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令和６年度税制改正に関する提言（概要）
Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

提言書の全文は､全法連ホームページに掲載しておりますので､ご覧ください。

https://www.zenkokuhojinkai.or.jp

１. 財政健全化に向けて

１. 中小企業の活性化に資する税制措置

２. 社会保障制度に対する基本的考え方

２. 事業承権税制の拡充

３. 行政改革の徹底

３. 消費税関係

・財政健全化は国家課題であり、本格的な歳出・歳入の一体改革を進めることが重要である。歳入では安易に税
の自然増収を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と
工程表を明示し、着実に改革を実行する。

・まずは2025年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝PB）黒字化目標を確実に達成しなければならな
いが、その後の財政健全化の議論も並行して開始する必要がある。その際には財政規律を確立するための新た
な健全化目標や実効性を担保できる財政運営手法が欠かせない。

中小企業は地域経済と雇用の担い手であるだけでなく、我が国経済の礎である。健全な経営に取り組んでいる企
業が立ちゆくよう実効性ある支援をすることは、政府の責任であり義務といえる。
⑴中小法人に適用される軽減税率の特例15％の本則化、適用所得金額の引き上げ。
⑵「中小企業投資促進税制｣､「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置」の拡充、本則化。等

・社会保障給付費は高齢者人口がピークを迎える2040年には、190兆円（令和５年度 約134兆円）に達する見込
みである。目の前には、団塊の世代すべてが後期高齢者となり、医療と介護の給付費急増が見込まれる「2025
年問題」もある。持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化の両立という国家課題はこうした前提の下で問
われている。これを解決するには「中福祉・低負担」のいびつな構造を「中福祉・中負担」に改革するしか方
法はない。具体的には適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」によって可能な限
り抑制することである。

・少子化対策の財源として社会保険料の上乗せ等が挙げられているが、中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような制度づくりが求められる。

中小企業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
平成30年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設。
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の延長・充実。
⑶取引相場のない株式の評価の見直し。

・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を
削ることが肝要である。直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよう強く求める。

政府は、軽減税率制度とインボイス制度について、国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問
題があれば制度の是非を含めて見直しが必要である。
⑴インボイス制度の導入にあたり、国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知を徹底するとともに、事務負担

を軽減するような環境整備が必要である。また、課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価格の引き下
げや取引の停止などの不利益を与えないよう、実効性の高い対策をとるべきである。

⑵消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス制度の導入に伴ってより重要な課題となっている。
　消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。等　
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『テクノ小千谷名匠塾』地域の企業全体で取り組む技術者養成制度
小千谷鉄工電子協同組合

理事長　酒　巻　弘　和
　小千谷市は、古くから機械加工が盛んな地域です。消費地から遠く、雪も多いため、恵まれた立
地とは言えません。だからこそ、当時の経営者は自分たちの力で何とかしようという思いが強かっ
たのではないかと思います。ある社長に聞いた話ですが、小千谷の企業が独自の道を歩んだのは
「この町には大企業がなかったため、自ら販路を切り開くしかなかった。だから、自社ブランドを
持ったメーカーが多くなった」と述べていました。
　多くの企業は独自の技能と技術を競争力の源として、長年経営してきましたが、大きな転換を迫
られる事態が発生しました。新潟県中越地震が発生し、市内の多くの企業が被災し、操業停止を余
儀なくされ、今後について再考する必要性を感じました。当時、製造業は工場の海外進出とともに

国内の空洞化が進み、また、団塊の世代の退職が始ま
り技能の低下が危惧される時期でもありました。その
ような状況の中で、私たちは何をすべきかについて何
度も深夜まで話し合いました。
　「小千谷の強みって何だろう？」という話になり、
「ボタンを押すだけの仕事は海外に委ねられました
が、手作業のマニュアル技術は小千谷に残っている」

という考えに、皆が目を覚まされたような気持ちになりました。話を進める中で、技能者の育成が
必要であるという結論に至り、若手社員の技能継承を目的とした研修機関を立ち上げることになり
ました。
　スタート時は試行錯誤の連続で、特に研修カリキュラムに関しては頭を悩ませました。やっと納
得できる内容が整い、2007年に汎用旋盤、NC旋盤などの工作機械ごとに実技と学科を学べる技能
者育成機関「テクノ小千谷名匠塾」を開設しました。
　2009年には看板を掲げた建物が完成し、技能継承に貢献する研修が可能になりましたが、内容に
ついては試行錯誤が続きました。市内には特定の技能を持つ人がいるため、時には会社の垣根を越
えて、弟子入りのような形で講義をしてもらうこともありました。もちろん、知識だけでなく、設
備や道具を大切にし、心の中にも挨拶などの内面の学びを取り入れています。
　国家技能検定の合格を目指し、現在は実技と学科を
合わせて32の講座があり、そのうち10講座が初心者向
けで、1級と2級の合格を目指す中級者から上級者向け
が22講座あります。名匠塾設立から17年が経ち、2022
年にはついに合格者数が200人を超えました。
　「匠が巧みな製品を作る町」小千谷を目指して、今
後も若手社員の技能継承は最優先で進めていきます。
さらに、テクノ小千谷名匠塾に関する情報を新聞など様々なメディアを活用して積極的に発信し、
技能者の地位向上のための活動を行いたいと考えています。
　今、小千谷鉄工電子協同組合の従業員総数は約3,500人います。テクノ小千谷名匠塾での合格者
は200人を超えましたが、組合各社にも国家技能検定に合格した技能者が多く在籍しています。こ
の点を町の魅力として活用し、「小千谷は技能者の街であり、だから仕事が集まり、その結果、
人々が集まる」という良い循環を継続し、それが町の活性化に寄与するよう、テクノ小千谷名匠塾
の取り組みを今後も続けていきます。
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消費税インボイス制度が
　　　　　10月1日スタート
登録するかお悩みの方

インボイス発行事業者の登録がお済みの方

国税に関するご質問・ご相談は国税庁ホームページ・電話で解決！

事業者の皆様

・インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
　登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要です。
・登録は任意ですので、ご自身の事業形態に合わせて、登録をご検討ください。
　売上先が一般消費者や免税事業者等である場合には、インボイスの交付を求めら
れることはありません。
・登録申請手続を行う場合は、早期に登録通知を受けることができるe-Taxをご利
用ください。

・取引先と、登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、制度開始に向け
て、準備を行いましょう。
・インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提
供や、手書きでの交付も可能です。
・インボイスの写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、
ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
・仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認し、必要に応
じて仕入先とも相談しましょう。
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新潟支社　長岡営業所
ＴＥＬ　０２５８－３２－１９５１

長岡支店
ＴＥＬ　０２５８－３３－９００９

新潟支社 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル4F
TEL：025-243-0612　FAX：025-243-0615
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～受賞おめでとうございます！～～受賞おめでとうございます！～

常任理事
岡部　　誠 氏

前監事
丸山　宏之 氏

前常任理事
桑原　正光 氏

６月14日 新潟県法人会連合会 通常総会において表彰
【全法連功労者表彰】 【県法連功労者表彰】

これからの事業予定  （ホームページに掲載しております）
■ ビジネス交流会・商談会

◆ 損しない相続・贈与のコツ　☆教えます
【税を考える週間　一般公開セミナー】【税を考える週間　一般公開セミナー】

◆ この学びがあなたの人生を変える!!2024年4月からの新NISAとiDeCo完全攻略
　　ーいますぐすべきことを教えますー

◆ ライブ配信申込先：hojinkai6340@echigo.ne.jp

■ どんぶり勘定からの脱却　キャッシュフロー計算書の読み方と作成

■ 決算法人の「会社の決算と申告」説明会

各上記お申込み・問合せ先
法人会事務局へ　電話 0258-81-6340　FAX 0258-84-7193

　日　時　11月15日（水）　15:10～18:30
　会　場　金誠舘　南魚沼市坂戸1-12　TEL025-772-2377

　日　時　11月22日（水）　18:00～19:30
　会　場　サンプラザ　小千谷市城内1-8-25　TEL0258-83-4800
　講　師　税理士法人　杵渕会計事務所　所長　杵淵哲也氏

　日　時　11月23日（祝）　10:00～11:30
　会　場　サンプラザ　小千谷市城内1-8-25　TEL0258-83-4800
　講　師　社会保険労務士法人　せきね事務所　所長　関根芳美氏

　日　時　11月27日（月）　13:00～16:00
　会　場　小千谷法人会事務所　小千谷東栄１
　講　師　パートナーズコンサルティング　代表　江部誠一氏

　日　時　12月14日（木）　10:00～12:00
　会　場　南魚沼市坂戸　南魚沼ふれ愛支援センター
　講　師　小千谷税務署担当官

第12回 税に関する
絵はがきコンクール

女性部会長賞
小千谷市立千田小学校
６年　南

なぐも
雲 桜

さくら
さん

参加費無料

法人会ではタオルを社会福祉施設へ寄贈しております。不要の新しいタオルをご持参ください。

ライブ配信／無料
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